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平成２５年６月定例市議会提出案件概要

○報　　告

１． 継続費繰越計算書及び繰越明許費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告について

一　　般　　会　　計 ４，８０２，９７３，１００ 円  継続費・繰越明許費

下水道事業費特別会計 ５９８，４５９，０００ 円  繰越明許費

土地区画整理事業特別会計 ２２９，５５４，０００ 円  繰越明許費

病 院 事 業 会 計 ２，９７４，２２３，０００ 円  継続費

水 道 事 業 会 計 １７１，７０９，４００ 円  継続費・予算繰越

２． 株式会社奈良市清美公社の経営状況の報告について 【担当課：企画総務課】

総　収　益 ５７６，７３８，７３９ 円

総　費　用 ５６９，８５１，７７６ 円

当 期 利 益 ６，８８６，９６３ 円

３． 奈良市土地開発公社の経営状況の報告について 【担当課：土木管理課】

収益的収入 １８，７５９，３６０，０３６ 円

収益的支出 １８，９０９，０３２，９８８ 円

売 却 用 地

　　　　　４事業　　　　３，６９２．５８ ㎡　　１，２５６，８０７，２９４ 円

代物弁済処分用地

　　　　１０事業　　２７２，０５３．３９ ㎡　　１，２９７，００４，９１１ 円

４． 財団法人奈良市駐車場公社の経営状況の報告について 【担当課：交通政策課】

収　　　入 ９２８，４５５，６１６ 円

支　　　出 ９３０，４０６，６５４ 円

差　　　引 △１，９５１，０３８ 円
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５． 奈良市市街地開発株式会社の経営状況の報告について 【担当課：商工労政課】

総　収　益 ２１１，８２１，３２３ 円

総　費　用 ２２７，６８８，２８５ 円

当 期 損 失 １５，８６６，９６２ 円

６． 公益財団法人奈良市生涯学習財団の経営状況の報告について 【担当課：生涯学習課】

収　　　入 ５０４，１５６，３９３ 円

支　　　出 ５０４，１５６，３９３ 円

差　　　引 ０ 円

７． 一般財団法人奈良市総合財団の経営状況の報告について 【担当課：行政経営課】

収　　　入 １，６６５，７５８，３３９ 円

支　　　出 １，６０８，６９０，３５１ 円

差　　　引 ５７，０６７，９８８ 円

８． 市長専決処分の報告について（平成２５年３月２９日専決処分）

 　　平成２４年度奈良市一般会計補正予算（第７号）

繰越明許費 ６，０００千円

９． 市長専決処分の報告について（平成２５年５月２２日専決処分）

 　　平成２５年度奈良市一般会計補正予算（第１号）

補　正　額 ３０，７５１千円

10． 市長専決処分の報告について（平成２５年５月２２日専決処分）

 　　平成２５年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号）

繰 上 充 用 ６１０，００２千円

11． 市長専決処分の報告について（平成２５年４月１８日専決処分） 【担当課：住宅課】

 　　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について
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12． 市長専決処分の報告について

 　　和解及び損害賠償の額の決定について

　　　　（１）平成２５年３月２７日専決処分 【担当課：土木管理課】

　　　　（２）平成２５年４月３０日専決処分 【担当課：収集課】

　　　　（３）平成２５年４月３０日専決処分 【担当課：収集課】

　　　　（４）平成２５年４月３０日専決処分 【担当課：収集課】

　　　　（５）平成２５年 5月１６日専決処分 【担当課：土木管理課】

○議　　案

１． 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２５年３月２５日専決処分）

 【担当課：観光振興課】

 　　財産の取得について

２． 平成２５年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）

補　正　額　　　収益的支出 △４，６１８千円

　　　　　　　　資本的収入 1８６，６００千円

　　　　　　　　資本的支出 １８８，８５２千円

３． 平成２５年度奈良市都祁水道事業会計補正予算（第１号）

補　正　額　　　収益的支出 △９４６千円

　　　　　　　　資本的収入 ３８，２００千円

　　　　　　　　資本的支出 ３８，６８８千円

４． 災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について（公布の日から施行）

 【担当課：人事課】

 　新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された他の地方自治体等

の職員に対し、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給する。

５． 奈良市手数料条例の一部改正について（公布の日から施行） 【担当課：長寿福祉課】

 　指定介護療養型医療施設の指定の更新申請及び変更申請に係る手数料を定める。
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６． 奈良市税条例の一部改正について（⑶は公布の日、⑴は平成２６年１月１日、⑵は平成

２７年１月１日から施行） 【担当課：市民税課】

⑴ 市税に係る延滞金及び還付加算金の率を引き下げる。

⑵ 個人市民税における住宅ローン控除の延長及び拡充を行う。

⑶ 管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例措置を創設

し、わがまち特例を導入する。

７． 奈良市共同浴場条例の一部改正について（公布の日から施行） 【担当課：人権政策課】

 　住環境の変化、利用者の減少等を勘案し、杏南共同浴場を廃止する。

８． 奈良市体育施設条例の一部改正について（規則で定める日から施行）

 【担当課：スポーツ振興課】

 　鴻ノ池陸上競技場の附属施設として新設する多目的広場の使用料を定める。

９． 奈良市地区計画形態意匠条例の一部改正について（公布の日から施行）【担当課：景観課】

 　建築物等の形態意匠の制限を適用する区域に鶴舞東町地区地区整備計画区域を追加する。

10. 奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について（公布

の日から施行） 【担当課：建築指導課】

 　建築物の用途の制限等を適用する区域に鶴舞東町地区地区整備計画区域を追加する。

11． 奈良市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正について（規則で定める日

から施行） 【担当課：消防局総務課】

 　施設の老朽化等のため、西消防署を鶴舞西町１番１９号へ移転する。

12． 財産の取得について 【担当課：収集課】

 　　塵芥車（２ｔ回転式ディーゼル車）の取得

 　　　　取 得 台 数　　４台

 　　　　契 約 金 額　　２０，３７０，０００円

 　　　　契　約　先　　三徳商會
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13． 財産の取得について 【担当課：消防局指令課】

 　　消防救急デジタル無線システム設備の取得

契 約 金 額　　７０７，７００，０００円

契　約　先　　富士通株式会社　奈良支店

14． 訴えの提起について 【担当課：滞納整理課】

 　　市税延滞金着服における弁済金の支払い請求に関する提訴

15． 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について

 【担当課：地域活動推進課】

 　住居表示を実施すべき二名平野一丁目の一部区域を定め、当該区域内の住居表示の方

法は、街区方式によるものとする。

16． 奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会に関する協議について 【担当課：消防局指令課】

 　本市及び生駒市の消防指令業務を共同化するため、奈良市・生駒市消防通信指令事務

協議会を設置する。

17． 教育委員会の委員の任命について 【担当課：人事課】

 　　藤沢　久美

18． 奈良市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について（平成２５年７月１日か

ら施行）（別冊） 【担当課：人事課】

 　平成２６年３月３１日までの間、特別職の職員等の給料月額及び期末手当の減額措置

を講じる。

19． 奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例の一部改正について（平成２５年７月１日から施行）（別冊）

 【担当課：人事課】

 　国家公務員の給与減額措置に準じ、平成２６年３月３１日までの間、一般職の職員及

び任期付職員の給与の減額措置を講じる。

gijityousa05
四角形

gijityousa05
四角形

gijityousa05
四角形

gijityousa05
線

gijityousa05
線
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20． 和解及び損害賠償の額の決定について（別冊） 【担当課：土木管理課】

 　市道の路肩が崩れ、走行中の相手方の車両が損傷した事故について、和解により損害

賠償の額を決定する。

 　　　　　損害賠償の額　　　　２，４５８，０５０円

○諮　　問

１． 人権擁護委員の候補者の推薦について 【担当課：人権政策課】

 　　臼井　義成
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６月定例市議会提出補正予算概要

［専決処分］

１．平成２４年度一般会計補正予算（第７号） 

（ア）　繰越明許費補正

　１．追加分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

２．平成２５年度一般会計補正予算（第１号） 

（ア）　歳入歳出予算補正 （単位：千円）

清 掃 費 工 場 維 持 補 修 経 費

6,000

6,000

6,000

衛 生 費

款 金　　額項 事　　　業　　　名

合　　　　　　　　　　　　計

特定財源 一般財源
款 補　正　事　項 補正額

財　源　内　訳
説　　　　明

合　　　　　　計

特定財源 一般財源
款 補　正　事　項 補正額

財　源　内　訳
説　　　　明

民 生 費

農 林 水
産 業 費

商 工 費

１．

１．

１．

生活保護総務費

農 業 振 興 費

商 工 振 興 費

6,000

6,000

（内訳）
国庫支出金

6,000

4,000

4,000

（内訳）
県支出金

4,000

9,907

9,907

（内訳）
県支出金

9,907

－

－

－

－

－

－

6,000

6,000

4,000

4,000

9,907

9,907

生活保護システム改修

産地ブランド創出経費
（緊急雇用創出事業）

中心市街地活性化基礎調査 
（緊急雇用創出事業）

観 光 費

教 育 費

１．

１．

観 光 振 興 費

教 育 振 興 費

9,286

9,286

1,558

1,558

30,751

9,286

9,286

（内訳）
県支出金

9,286

1,558

1,558

（内訳）
国庫支出金

1,558

30,751

－

－

－

－

－

都祁地域振興情報発信経費
（緊急雇用創出事業）

世界遺産学習推進経費
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３．平成２５年度住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号）

（ア）　歳入歳出予算補正 （単位：千円）

特定財源 一般財源
款 補　正　事　項 補正額

財　源　内　訳
説　　　　明

合　　　　　　計

特定財源 一般財源
款 補　正　事　項 補正額

財　源　内　訳
説　　　　明

民 生 費

農 林 水
産 業 費

商 工 費

１．

１．

１．

生活保護総務費

農 業 振 興 費

商 工 振 興 費

6,000

6,000

（内訳）
国庫支出金

6,000

4,000

4,000

（内訳）
県支出金

4,000

9,907

9,907

（内訳）
県支出金

9,907

－

－

－

－

－

－

6,000

6,000

4,000

4,000

9,907

9,907

生活保護システム改修

産地ブランド創出経費
（緊急雇用創出事業）

中心市街地活性化基礎調査 
（緊急雇用創出事業）

観 光 費

教 育 費

１．

１．

観 光 振 興 費

教 育 振 興 費

9,286

9,286

1,558

1,558

30,751

9,286

9,286

（内訳）
県支出金

9,286

1,558

1,558

（内訳）
国庫支出金

1,558

30,751

－

－

－

－

－

都祁地域振興情報発信経費
（緊急雇用創出事業）

世界遺産学習推進経費

合　　　　　　計

特定財源 一般財源
款 補　正　事　項 補正額

財　源　内　訳
説　　　　明

繰上充用金

１．繰 上 充 用 金

610,002

610,002

610,002

610,002

610,002

（内訳）
諸収入
610,002

610,002

－

－

－
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［補正予算］

１．平成２５年度水道事業会計補正予算（第１号）

（ア）収益的支出の補正 （単位：千円）

（イ）資本的収入の補正 （単位：千円）

（ウ）資本的支出の補正 （単位：千円）

（エ）企業債の補正

　１．追加分

款 項 既決予定額 補正予定額 計 補正予定額の説明

１．水道事業費用

２．営業外費用

7,921,000

763,623

△4,618

△4,618

7,916,382

759,005
水資源機構割賦負担
金の繰上償還に伴う支
払利息の減による補正

款 項 既決予定額 補正予定額 計 補正予定額の説明

１．資本的収入

１．企　業　債

1,751,000

500,000

186,600

186,600

1,937,600

686,600
水資源機構割賦負担
金の繰上償還による
補正

款 項 既決予定額 補正予定額 計 補正予定額の説明

１．資本的支出

５．企業債償還金

６．長期割賦金

4,811,000

2,258,932

1,085,792

188,852

62,561

126,291

4,999,852

2,321,493

1,212,083

水資源機構割賦負担
金の繰上償還に伴う企
業債の増による補正
水資源機構割賦負担
金の繰上償還に伴う
補正

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償　還　の　方　法

水資源機構割賦負
担金の繰上償還に
充当

千円

186,600 証書借入

5.0％以内
（利率見直し方式
により当該利率の
見直しを行った後
においては、見直し
後の利率とする。）

借入先の融資条件による。ただし
企業財政の都合により、据置期間
を短縮し、若しくは繰上償還又は
低利に借り換えることができる。
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２．平成２５年度都祁水道事業会計補正予算（第１号）

（ア）収益的支出の補正 （単位：千円）

（イ）資本的収入の補正 （単位：千円）

（ウ）資本的支出の補正 （単位：千円）

（エ）企業債

　１．新規分

款 項 既決予定額 補正予定額 計 補正予定額の説明

１．水道事業費用

２．営業外費用

375,200

82,604

△946

△946

374,254

81,658
水資源機構割賦負担
金の繰上償還に伴う支
払利息の減による補正

款 項 既決予定額 補正予定額 計 補正予定額の説明

１．資本的収入

１．企　業　債

260,600

－

38,200

38,200

298,800

38,200
水資源機構割賦負担
金の繰上償還による
補正

款 項 既決予定額 補正予定額 計 補正予定額の説明

１．資本的支出

２．企業債償還金

３．長期割賦金

257,800

192,561

64,973

38,688

12,800

25,888

296,488

205,361

90,861

水資源機構割賦負担
金の繰上償還に伴う企
業債の増による補正
水資源機構割賦負担
金の繰上償還に伴う
補正

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償　還　の　方　法

水資源機構割賦負
担金の繰上償還に
充当

千円

38,200 証書借入

5.0％以内
（利率見直し方式
により当該利率の
見直しを行った後
においては、見直し
後の利率とする。）

借入先の融資条件による。ただし
企業財政の都合により、据置期間
を短縮し、若しくは繰上償還又は
低利に借り換えることができる。


